
 下記の方は、国立信州高遠青少年自然  の家の利用者です。  

                平成  年  月  日         印  

 

様式（第３条関係） 

入館料（使用料）減免申請書 

 

年  月  日   

 

 伊 那 市 長 様 

〒 

住 所                

氏 名                

             名称及び             

代表者氏名           ㊞  

（電話            ）  

 

 次のとおり伊那市民俗資料館の入館料（使用料）の減免を申請します。 

日  時 
年  月  日（  曜日）  ：   から 

     年  月  日（  曜日）  ：   まで 

目  的  

人  員          人（大人：   人、小・中学生：   人） 

使用場所 高遠なつかし館 ・ 旧馬島家住宅 ・ 旧池上家住宅 

減免理由 
申請者（団体）は、国立信州高遠少年自然の家の利用者で、

条例第 1 条の目的に沿った事業に使用するため 

 

＜教育委員会事務局記入欄＞ 

上記については、次のとおりとしてよろしいでしょうか。 

教育次長 課 長 課長補佐 係 長 館 長 副館長 職  員 

      
 

 

審査

結果 

１ 使用料を免除する 減免額 円  

２ 使用料を減額する 

使用料 減額金額 差引使用料 
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≪開館時間≫ 

 午前9時から午後5時  

 (最終入館 午後4時30分) 
 

≪休館日≫ 

 水曜 ・ 祝日の翌日 

 年末年始(12/28～1/3) 

 展示替え ・ 資料整理 

駐車場完備 (大型バスも駐車可能です。) 

高遠 

なつかし館 

いろり・養蚕・機織・

高遠焼・唐箕など

民具を中心に展示。

季節に合わせ、ひ

な人形や五月人形

を見る事が出来る。 

旧池上家 

(市指定文化財) 

醤油や酢の自家

醸造や販売等を営

みながら、代々町

の重職を務めた池

上家。町屋造りの

家屋としては町内で

最も古く、板葺きの

平入り住宅である。 

旧馬島家住宅 

(県宝) 

代々高遠藩の眼科医を

務めた馬島家の住宅。

入口の土間を入ると右

手が「よりつき(寄付)」と

なる。周囲に残る建具に

は、建造当初(1836年

頃)のものがあり、大変貴

重である。 

旧池上家は、JRバス高遠

駅から徒歩2分です。乗用

車2台駐車可能です。 
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